
- 1 - 

船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２７年２月５日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 平成２６年５月５日（月、祝日） １３時３０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市伊王島北西方沖 

 伊王島灯台から真方位３１０°１,６００ｍ付近 

（概位 北緯３２°４３.４′ 東経１２９°４４.９′） 

インシデント調査の経過 平成２６年６月１８日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（長崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 びっぐあーす２号、２９５トン  

１３３９１６、株式会社五島産業汽船 

４３.２１ｍ×１０.８０ｍ×３.４９ｍ、軽合金 

ディーゼル機関２基、４,７００kＷ（合計）、平成５年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和６１年１月２３日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１月１８日 

免状有効期間満了日 平成２８年１月２２日 

機関長 男性 ３７歳 

三級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 平成１２年３月１０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年７月１４日 

免状有効期間満了日 平成２７年７月１３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、旅客２８人を乗せ、

伊王島北西方沖を西進中、平成２６年５月５日１３時３０分ごろ左舷

機の異常警報が鳴り、その後、火災報知器の警報が鳴った。 

機関長は、操舵室のモニター画面で左舷機関室内の煙を視認し、左

舷機関室に入って左舷機のフライホイールハウジング上部に敷設され

た計装配線の火花と煙を確認したので、１３時４０分ごろ左舷機を停

止した。 

 本船は、右舷機のみを運転して長崎市長崎港に引き返すこととし、
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途中、機関製造会社代理店担当者及び船舶運航管理者に連絡を取り、

１４時３０分ごろ長崎港大波止ターミナルに帰港した。 

 旅客のほとんどは、後発便に乗船した。 

 本船は、帰港後、機関製造会社代理店による左舷機の点検が行わ

れ、排気系統の排気集合管と過給機のタービンハウジングを連絡する

排気伸縮管の排気集合管側の破損及び同収縮管のクランプ部からの一

部が抜け出し、フライホイールハウジング上部に敷設された計装配線

に焼損が確認された。（図１、写真１～写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 排気伸縮管の損傷状況  写真４ 計装配線の焼損状況 

（付図１ インシデント発生経過概略図 参照） 

図１ 排気伸縮管取付け位置 
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 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ５、視界 良好  

海象：波高 約１.５ｍ  

 その他の事項 左舷機過給機のタービンハウジングは、ベアリングハウジングにＶ

バンドクランプで接合されており、設定トルクで締め付けられてい

た。（写真５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左舷機の排気伸縮管は、過給機のタービンハウジング及び排気集合

管にクランプで装着されており、設定トルクで締め付けられていた。 

本船両舷機は、陸用機関を舶用機関に転用したものであり、舶用に

転用する際、出力を上げており、同型の機関に、高くなった排気ガス

の圧力により過給機のタービンハウジングがＶバンドクランプで押さ

えられた状態で、周方向に移動する現象が発生したため、機関製造会

社が補償工事で過給機のタービンハウジングに回り止め対策を行って

いた。 

機関製造会社は、製造番号が本船両舷機の直前の機関については補

償工事で、製造番号が本船両舷機の直後の機関については出荷の前

に、それぞれタービンハウジングに回り止め対策を施していたが、本

船両舷機過給機についてはタービンハウジングに回り止め対策を施し

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、伊王島北西方沖を西進中、左舷機排気集合管に装着された

排気伸縮管の一部がクランプ部から抜け出し、抜け出し部から排気ガ

スが噴出して直下に敷設された左舷機の計装配線が焼損したことか

ら、同計装配線が線間短絡を起こして異常警報を発し、左舷機の運転

ができなくなり、運航が阻害されたものと考えられる。 

左舷機は、過給機のタービンハウジングに排気ガスの圧力が掛か

り、周方向に移動したことから、過給機のタービンハウジングと排気

集合管を連絡する排気伸縮管に引っ張り応力が生じて一部がクランプ

写真５ Ｖバンドクランプ取付け状況 

ベアリングハウジング 

タービンハウジング 

Ｖバンドクランプ 

Ｖバンドクランプ 
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部から抜け出したものと考えられる。 

左舷機は、陸用機関を舶用機関に転用したものであり、転用に際し

て出力を増大させていたが、それに伴って排気ガスの圧力が高くなか

ったことから、過給機のタービンハウジングが周方向に移動するよう

になったものと考えられ、回り止め対策が施されていれば、本インシ

デントを回避できた可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、伊王島北西方沖を西進中、左舷機排気

集合管に装着された排気伸縮管の一部がクランプ部から抜け出し、抜

け出し部から排気ガスが噴出して直下に敷設された左舷機の計装配線

が焼損したため、同計装配線が線間短絡を起こして異常警報を発し、

左舷機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 本インシデント後、機関製造会社代理店は、機関製造会社に対して

出荷した機関に対する後追い調査を確実に行うように依頼するととも

に、本船両舷機に対して次の対策を行った。 

・本船両舷機の過給機について、タービンハウジングとベアリング

ハウジングの接合部に穴を開け、ロックピンを取り付けた。（写

真６、写真７参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 接合部の穴      写真７ ロックピンの取付け 

・本船両舷機のフライホイール上部に敷設していた計装配線につい

て、フライホイール下部に移設した。（写真８参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真８ 計装配線の移設 
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付図１ インシデント発生経過概略図 

 

長崎県 

長崎市 

インシデント発生場所 

（平成 26年 5月 5日 13 時 35 分ごろ発生） 

長崎県 

長崎市 

長崎市伊王島 

伊王島灯台 

インシデント発生場所 

（平成 26年 5月 5日 13 時 30 分ごろ発生） 

長崎市 

長崎県 


